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９月は「職場の健康診断実施強化月間」です！ 
 
労働安全衛生法では、常時使用する労働者に対して一般定期健康診断（以下、「健

康診断」という）の実施が義務付けられています。 

また、その結果については、医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措

置を講ずることとなっています。 

このことから、毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・

重点的に啓発を行っています。 

宮崎県内の事業場（労働者数 50 人以上の事業場）から報告のあった労働安全衛生

法に基づく健康診断の実施結果によると、何らかの所見があった人の割合（以下、

「有所見率」という）は５６．７２％で、全国平均の５８．５１％を僅かに下回っ

ているものの、近年、有所見率は増加傾向にあり、５年前の平成２７年の結果と比

較すると４．１５％増加しています。 

健康診断項目別の有所見率は、有所見率が高い順から、血中脂質３０．７６％、

肝機能検査１７．７０％、血圧１５．３７％、血糖１１．９９％となっており、 

特に 脳・心臓疾患との関連が高い「血圧」、「血中脂質」、「血糖」について

は、近年有所見率が増加傾向にあることから、一般定期健康診断の確実な実施と健

康診断結果に基づく適切な事後措置の実施が求められます。 

また、令和２年の県内の平均受診率は８２．８０％で、全国平均の８２．６０％

を僅かに上回ったものの、令和元年の県内平均（８３．８０％）を下回る結果とな

りました。 
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これは、コロナ禍により健康診断の計画的な実施が困難であったことから期日ま

でに健康診断結果報告が提出できなかったこと等が原因として考えられます。 

新型コロナウイルス感染症の影響等により健康診断実施機関等の予約が取れない

場合などやむを得ず法定の期日までに健康診断を実施することが困難な場合につい

ては、健康診断実施機関と協議の上、できるだけ早期に健康診断を実施できるよう

実施計画を立て、実施するようお願いします。 

また、実施に当たっては、いわゆる「三つの密」を避け、十分な感染防止対策を

講じた健康診断実施機関での実施をお願いします。 

宮崎労働局においては、県内の関係団体に対し、資料２のとおり、８月１２日に

「職場の健康診断実施強化月間の実施に関する協力依頼について」要請を行ったと

ころであり、労働基準監督署においては強化月間中に実施する集団指導及び個別指

導を行う事業場に対して下記重点事項についての指導を行うこととしています。 

 

【重点事項】 

（１）健康診断及び事後措置等の実施の徹底 

（２）健康診断結果の記録の保存の徹底 

（３）一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保 

健指導の実施 

 （４）新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の

実施に係る対応 

（５）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法 

」という。）に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携 

（６）令和２年 12 月 23 日付け基発 1223 第６号「特定健康診査等の実施に関する 

協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する

項目の結果の医療保険者への提供等 

（７）平成 30 年３月 29 日付け基安労発 0329 第３号「地域産業保健センター事 

業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における

産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 
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資料１  9 月は「職場の健康診断実施強化月間」です！（リーフレット） 

 

資料２  「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 

   

参考資料 宮崎県内における一般定期健康診断の実施状況 



事業者の皆さまへ

■医療保険者※1から従業員の健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください

厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、集中的・重点的な啓発を
行っています。月間中は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果につい
ての医師の意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底を事業者の皆さまに改め
てお願いしています。令和3年度 強化月間の重点周知事項は、以下の2点になります。
事業者の皆さまには、自身の事業場における健康診断の実施状況等を改めてご確認いただき、

適切な実施へのご協力をお願いします。

資料１

9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
「医療保険者との連携」と「新型コロナウイルス対策」をお願いします

都道府県労働局・労働基準監督署

１.医療保険者との連携

２.新型コロナウイルス対策

●高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者が行うこととされている特定健康診査
については、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断を既に実施した方については、実施
を全部又は一部免除することとなっています。事業者の皆様におかれましては、医療保険者
から求められた場合は、従業員の健康診断の結果を提供していただくようお願いします※２。

●また、特定健康診査の実施対象ではない40歳未満の方についても、医療保険者が事業者から
健康診断の結果を入手し、保健事業に活用することを可能とする改正健康保険法等が令和４
年１月に施行されます。
このため、40歳未満の従業員についても、施行後に医療保険者から求められた場合は、健康
診断の結果を提供していただくようお願いします。

●なお、健康診断の実施に当たっては、医療保険者への情報提供や連携を円滑に
行うため、厚生労働省HPに掲載している※３「モデル健康診断委託契約書」や
「一般健康診断標準問診票」をご活用ください。

※１︓協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。
※２︓法律に基づく第三者提供であるため、個人情報の保護に関する法律上、本人同意の取得が不要です。
※３︓「厚生労働省 安全衛生関係主要様式」で検索して出てくる厚生労働省HPのサイトから、「定期健康診断実

施関係」に入って取得して下さい。（右のQRコードで当該ページが開けます。）

資料はこちら

●新型コロナウイルス感染症の影響等によって健康診断実施機関等の予約が取れない場合など、
やむを得ず法定の期日までに健康診断を実施することが困難な場合も考えられるところです。
そのような場合には、健康診断実施機関と協議の上、できるだけ早期に健康診断を実施できる
よう実施計画を立て、計画に基づいて実施する必要があります。実施計画を立てるに当たって
は、昨年度以降の健康診断実施状況を確認の上、確実に実施できる計画を立ててるようにして
ください。

■新型コロナウイルス感染症の影響による延期分の早期かつ計画的実施にご協力ください

●また、実施に当たっては、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実
施機関において、実施してください。労働者が新型コロナウイルス感染症を気にして受診を控
えようとしている場合は、健康診断の会場では換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めてい
ることを説明するとともに、受診を促していただくようお願いします。



「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼に
ついて（抜粋）

令和３年８月●日付け基安発08●●第●号

１ 重点事項
（１）健康診断及び事後措置等の実施の徹底
（２）健康診断結果の記録の保存の徹底
（３）一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師

又は保健師による保健指導の実施
（４）新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等

に基づく健康診断の実施に係る対応
（５）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号。以下「高確法」という。）に基づく医療保険者が行
う特定健康診査・保健指導との連携

（６）令和２年12月23日付け基発1223第６号「特定健康診
査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健
康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療
保険者への提供等

（７）平成30年３月29日付け基安労発0329第３号「地域産
業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについ
て」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援
センターの地域窓口の活用

２ 取組を実施上での留意点
（１）派遣労働者については、健康診断に関する措置義務に

ついて、派遣元・派遣先の役割分担がなされているた
め、以下の事項に留意していただきたいこと。
ア 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場に
よる特殊健康診断の実施状況を確認すること。

イ 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康
診断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊
健康診断結果の記録の保存状況を確認すること。

ウ 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実
施については、派遣元事業場にその義務が課せられて
いるが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等
もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携
が必要であることから、両事業場の連携が十分でない
事案を把握した場合は、十分に連絡調整を行う必要が
あること。

（２）１の（４）について、健康診断実施機関の予約が取れ
ない等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施
することが困難な場合には、可能な限り早期に実施でき
るよう計画を立て、当該計画に基づき実施していただき
たいこと。
また、これらの健康診断の昨年度以降の実施状況を確
認の上、確実に実施できる計画を立てること、実施する
際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対
策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があ
ることなどについて、併せて周知を行っていただきたい
こと。
また、別添１のリーフレットの活用等により、労働者
に対して、労働者は健康診断の受診義務があることを周
知していただきたいこと。
併せて、管内外国人労働者を雇用する事業者等に対し
て、一般定期健康診断の問診票の外国語版（英語、中国
語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア
語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、ク
メール語、ミャンマー語、モンゴル語）（※１）の周知
を行っていただきたいこと。

（３）１の（５）及び（６）については、事業者が高確法に
基づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険
者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項
目を提供しなければならないことを知らないこと等によ
り、中小企業等における取組が進んでいないといった指
摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供に
より、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増
進につながることから、令和２年12月23日付け基発
1223第６号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼に
ついて」に基づき、高確法に基づく定期健康診断のうち

特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務につい
て、別添２及び別添３のリーフレットの活用等により、
改めて周知を行っていただきたいこと。
なお、令和３年６月11日に健康保険法（法律第66号）
が改正され、令和４年１月より、特定健康診査の対象と
ならない40歳未満の労働者の定期健康診断結果について
も、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付
けられたところであり、別添２のリーフレットを用い
て、併せて周知を行っていただきたいこと。

（４）１の（７）については、産業保健総合支援センターの
地域窓口（地域産業保健センター）において、産業医の
選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結
果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリス
クが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っている
ことから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じ
て、別添４のリーフレットの活用等により、その利用を
勧奨していただくこと。

（５）このほか、子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進
について、事業者や健康診断実施機関等から女性従業員
に対し、健康診断実施時に周知を行っていただきたいこ
と。

３ 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発
事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と

併せて、以下の通達、ガイドライン等に係る取組についても
周知・啓発を行っていただきたいこと。
（１）「事業場における労働者の健康保持増進のための指

針」（昭和63年健康保持増進のための指針公示第１号、
令和２年３月31日最終改訂）に基づく取組

（２）「地域・職域連携推進ガイドライン」（これからの地
域・職域連携推進の在り方に関する検討会、平成17年３
月策定、令和元年９月改訂）に基づく取組

（３）職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対
策に向けた対応
ア 「取組の５つのポイント」（※２）を用いた取組状
況の確認

イ 実践例を盛り込んだリーフレット（※３）や「職場
における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト」（※４）等を活用した取組

ウ 「職場における新型コロナウイルス感染症対策のた
めの業種・業態別マニュアル」（※５）に基づく取組

（４）職場における感染症に関する理解と取組の促進に向け
た対応
ア 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」（平成23
年５月16日策定、平成28年６月30日改訂）に基づく
職域での検査機会の確保等

イ 「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」
（平成７年２月20日策定、平成22年４月30日改訂）
に基づく取組

ウ 令和２年１月30日付け基安労発0130第１号「従業員
に対する風しんの抗体検査の機会の提供について（協
力依頼）」等に基づく抗体検査の機会の提供等

R3.8

別添１～４の
リーフレット等

（※５）
業種・業態別
マニュアル

（※４）
チェックリスト

（※３）
職場における感染
防止対策の実践例

（※２）
取組の５つのポイント

（※１）
一般定期健康診断
問診票の外国語版





























【一般定期健康診断実施状況】

県内の一般定期健康診断の有所見率（令和２年）については、全国平均の５８．５
１％を僅かに下回っていますが、有所見率は年々増加傾向にあり、県内の平均は５６．
７２％となりました。
健康診断項目別の有所見率は、高い順から、血中脂質３０．７６％、肝機能検査１
７．７０％、血圧１５．３７％、血糖１１．９９％となっています。
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　　  ている。
　健康診断実施状況(令和２年）（宮崎県内）
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239 30 76 9 122 215 36 195 922

29,583 2,985 5,157 614 8,314 22,500 1,637 17,853 88,643

88.10 95.1 90.5 96.7 79.0 79.3 57.6 80.18 82.80%

9,289 56 2,054 0 1,064 12,185 270 80 26,406

14,889 1,721 3,538 415 5,807 12,183 837 10,890 50,280

50.33% 57.65% 68.61% 67.59% 69.85% 54.15% 51.13% 60.99% 56.72%

57.36% 64.60% 66.69% 68.67% 59.87% 54.03% 58.18% 59.48% 58.51%

8,515 993 2,038 245 3,263 6,013 476 6,132 27,675

有所見者数 903 120 313 51 649 720 85 773 3,614

有所見率(%) 3.13 4.07 6.16 8.31 9.05 3.53 5.27 4.52% 4.32%

有所見者数 1,691 328 800 126 772 934 116 1,556 6,323

有所見率(%) 5.88 11.13 15.74 20.52 10.76 4.58 7.15 9.10% 7.56%

有所見者数 8 0 1 0 1 9 0 2 21

有所見率(%) 1.28 0.00 0.42 0.00 0.10 0.54 0.00 0.14% 0.41%

有所見者数 521 72 259 63 437 692 45 650 2,739

有所見率(%) 1.94 2.42 5.25 10.38 5.49 3.60 3.00 3.79% 3.37%

有所見者数 1 0 0 0 0 5 0 0 6

有所見率(%) 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00% 0.92%

有所見者数 4,112 509 1,123 161 1,705 2,531 227 3,254 13,622

有所見率(%) 13.90 17.05 21.78 26.22 20.51 11.25 13.87 18.23% 15.37%

有所見者数 1,737 98 203 51 634 1,828 66 1,319 5,936

有所見率(%) 6.54 3.68 4.17 10.56 8.28 8.69 4.43 7.97% 7.30%

有所見者数 4,414 610 1,134 152 1,535 3,098 241 3,316 14,500

有所見率(%) 16.36 22.32 23.46 27.34 19.93 15.07 15.76 19.47% 17.70%

有所見者数 7,220 855 1,879 239 2,867 5,961 406 5,562 24,989

有所見率(%) 27.01 31.27 38.87 42.99 37.22 29.64 26.54 32.65% 30.76%

有所見者数 2,693 340 670 94 1,491 1,951 156 2,313 9,708

有所見率(%) 10.12 12.45 13.91 16.94 19.36 9.77 10.20 13.58% 11.99%

有所見者数 622 129 237 21 172 430 41 531 2,183

有所見率(%) 2.11 4.36 4.60 3.42 2.08 1.95 2.52 3.00% 2.49%

有所見者数 976 216 281 35 344 1,109 80 766 3,807

有所見率(%) 3.33 7.23 5.49 5.70 4.15 4.95 4.89 4.30% 4.32%

有所見者数 2,316 217 592 88 1,089 2,136 189 2,025 8,652

有所見率(%) 9.43 8.19 12.71 17.78 14.71 12.55 12.95 12.18% 11.56%

有所見者数 64 9 0 0 0 40 0 0 113

有所見率(%) 27.83 15.00 0.00 0.00 0.00 48.78 0.00 0.00% 30.38%

　　　商業・保健衛生業では有所見率が全国平均より高くなっている。

定期健康診断の実施状況
　　①　宮崎県内の事業場（原則労働者数50人以上）から報告のあった労働安全衛生法に基づく定期健康診断
　　　の実施状況は下表とおりである。定期健康診断の平均受診率は82.80％、全産業の有所見率は56.72%
　　  で、有所見率は前年比で0.76％高くなった。また、全国平均の58.51％を下回った。
　　②　業種別の有所見率は、製造業・建設業・運輸交通業・農林業・接客娯楽業では全国平均を下回っており、

全国の有所見率(%)

　　③　主要項目別の有所見の状況は、①血中脂質 ②肝機能 ③血圧 ④血糖 ⑤心電図　の順で有所見率が高
　　　く（歯科健診は除く）なっており、これらの項目は「肝機能」を除けば、脳血管疾患及び虚血性心疾患（脳・心
　　　臓疾患）の発症と関連が高い検査項目であることから、保健指導、健康教育、運動指導等を通じて有所見項
　　　目の改善を図るとともに、症状に応じて労働時間の短縮や配置転換等の就業上の措置を行うことが求められ

健康診断実施事業場

受診者数

平均受診率(%)

特定業務従事労働者数

所見のあった人数

宮崎県の有所見率(%)

歯科健診

医 師 の指示人数

項
目
別
有
所
見
者
数
及
び
有
所
見
率

聴力（１０００ＨＺ）

聴力（４０００ＨＺ）

聴力（その他）

胸部Ｘ線検査

喀痰検査

血圧

貧血検査

肝機能検査

血中脂質検査

血糖検査

尿検査（糖）

尿検査（蛋白）

心電図検査

業

項 目

業

項 目


